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○ 目的等 

地方公務員法に基づき、地方公共団体の職員の人事行政の運営等の状

況について公表することが義務付けられています。 

本町においても、与論町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

を制定し、人事行政の運営等の状況を公にすることによって、その公正

性と透明性を高めることを目的としており、これに基づき職員の給与や

職員数、勤務条件などの状況を公表するものです。 

 

 ○ 公表項目 

与論町人事行政の運営等の状況 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況・・・・・・・・・・・  １ 

２ 職員の給与の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況・・・・・・・・・ 13 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況・・・・・・・・・・・・・ 17 

５ 職員の服務の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況・・・・・・・・・・ 20 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況・・・・・・・・・・・・ 21 

 

公平委員会の事務の委託を受けた県人事委員会の業務状況 

１ 勤務条件に関する措置の要求の状況・・・・・・・・・・・ 22 

２ 不利益処分に関する不服申立ての状況・・・・・・・・・・ 22 
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与論町人事行政の運営等の状況 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

（１）職員の任免に関する状況 

①採用の状況 

令和元年度の職員採用は８人でした。 

 

②退職の状況 

平成３０年度には、8 人の職員が退職しました。その内訳は下表のとお

りです。 

区分 
定 年

退職 

早 期

退職 

普 通

退職 

分 限

免職 

懲 戒

免職 

死 亡

退職 

再任用後

の離職 
計 

人数  ２  ３  １  ０  ０  1   １  8 

 

③再任用の状況 

定年退職者等を従前の勤務実績等に基づく選考により、１年を超えない

範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職若しくは短時間勤務の職（１週

間あたり３１時間以内）に採用することができます。 

令和元年度の採用実績は０人でした。 

 

（２）職員数に関する状況                                                        

①職員数の状況              （各年４月１日現在） 
          区 分 
 
部 門 

職  員  数 対 前 年 
増 減 数 

   
主 な 増 減 理 由            
 平成30年 平成31年 

 
 
 
 
  
 普 
  
 通 
  
 会 
  
計 

  
部 

  
門 

  
 

  
 
 
一 

 般 
 行 
 政 
 部 
 門 
 

議会  
総務  
税務  
民生  
衛生  
農林水産  
商工  
土木  

2 
1４  
5 

2６  
8 

1６  
６  
１０  

2 
14 
5 

26 
8 

1５  
6 

10 

0 
０  
0 
０  
0 
△1 
０  
０  

 
 

 
 

 

業務内容の精査による減員  

 

 

計 8７  8６  △１  

＜参考＞           

人口１万人当たり職員数  162.29 人 

 （ 類似団体の人口１万人当たりの職員数   

131.77人） 

教育部門 13 13 0  

 

消防部門 0 0 0  

 

小   計 

 
１００  

 

 
９９  

 

 
△１  

 

＜参考＞                        

  人口１万人当たり職員数 186.82人 

 （類似団体の人口１万人当たりの職員数    

157.94人） 

公 
営会  
企計  
業部  
等門  

水道  
下水道  
その他  

3 
1 
5 

４  
1 
5 

１  
0 
0 

 

 

 

小   計 9 １０  １   

合  計 10９  
[115] 

109 
[115] 

０  
[ 0 ] 

＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数   205.69人 

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

２ [     ]内は、条例定数の合計である。 
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②年齢別職員構成の状況        （平成 3１年４月１日現在） 

 

                                    （年齢：歳、人数：人） 

 

区 分 

 

20 

 

未満 

20 

～  

23 

24 

～  

27 

28 

～  

31 

32 

～  

35 

36 

～  

39 

40 

～  

43 

44 

～  

47 

48 

～  

51 

52 

～  

55 

56 

～  

59 

60 

 

以上 

 

計 

 

職員数 0 5 12 13 25 12 8 3 7 13 11 0 109 

 

③職員数の推移                  （単位：人・％） 
    年度 

部門 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 31 年 
過去５年間 

の増減数（率） 

一般行政 83 86 84 82 87 86 3(3.6％) 

教育 14 12 13 13 13 13 △1（△7.1％） 

普通会計計 97 98 97 95 100 99 2(2.1％) 

公営企業等会計計 9 8 8 9 9 10 1(11.1％) 

総合計 106 106 105 104 109 109 3(2.8％) 

（注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 
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２ 職員の給与の状況 

 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区分 

住民基本

台帳人口 

（平成 31年

1 月 1日） 

歳 出 額 

Ａ 

実質収支 

 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

H29 年

度の人件

費率 

30 

年度 

人 

5,267 

     千円 

4,521,048 

     千円 

280,365 

   千円 

782,197 

     ％ 

17.3 

      ％ 

17.8 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区分 
職員数 

Ａ 

給   与   費  

 

 

 

(参考)一

人当たり

給与費 

Ｂ／Ａ 

(参考)類

似団体 

一人当た

り平均給

与費 

給 料 職員手当    
期末･勤勉

手当 
計 Ｂ 

30 

年度 

    人 

100 

    千円 

310,892 

    千円 

33,136 

千円 

117,226 

    千円 

461,254 

千円 

4,613 

千円 

5,617 

(注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

２ 職員数は、平成 30年 4月 1日現在の人数である。 

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれて 

おり、職員数には当該職を含んでいない。 

  

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

 



4 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた

め、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給

表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。 

２ （  ）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレ

ス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較する

ため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。（補正前のラスパイレス指数×

（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算

出。） 

３ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均

したものである。 

 

（４）給与改定の状況（※人事委員会等の設置なし） 

①月例給 

 

区分 

 

人事委員会の勧告  

給与改定率 

 

 

 

 

(参考) 

国の改定率 民間給与 

Ａ 

公務員給与 

Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率） 

30

年度 

円 

 

円 

 

円 

（  ％） 

％ 

 

％ 

 

 

 

％ 

 

（注）「民間給与」「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス

比較した平均給与月額である。    

  

   ②特別給（期末・勤勉手当） 

 

区分 

 

人事委員会の勧告  

年間支給月数      

 

 

 

 

(参考) 

国の年間 

支給月数 

民間の支

給割合 Ａ 

公務員の 

支給月数 Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

(改定月数) 

30

年度 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

 

 

月 

 

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支 

給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。 

 

（５）給与制度の総合的見直しの実施状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ

及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。 
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①給料表の見直し  

［ 実施  未実施］ 

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等 

具体的な内容（未実施の場合には、その理由）） 

 

 

 

 

 

 

 

②地域手当の見直し 

地域手当未支給のため対象外 

 

③その他の見直し内容 

 

 

 

 

（６）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 

①一般行政職            （平成 31 年 4 月 1 日現在） 

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

(国比較ベース) 

与論町  40.3歳 262,333円 297,241円 279,277円 

鹿児島県 44.4歳 318,800円 390,889円 351,698円 

国 43.4歳 329,433円 411,123円 ―  

類似団体 41.3歳 301,254円 357,486円 331,652円 

  （注）１ 「平均給料月額」とは、平成31年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均 

である。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外 

勤務手当などのすべての諸手の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において 

明らかにされているものである。 

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝ 

時間外勤務手当等を除いたもので算出している。 

 

（７）職員の初任給の状況（平成 31 年４月１日現在） 

区    分 与論町 鹿児島県 国 

一般行政職 
大 学 卒 180,700円 181,200円 180,700円 

高 校 卒 148,600円 149,000円 148,600円 

  

 

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日 

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。若年

層については、１級及び２級の初任給に係る号俸は引下げなし。３級以上の級の高位号俸

は５０歳代後半層における官民の給与差を考慮して最大４％程度引下げ。激変緩和のた

め、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。他の給料表に

ついては、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。 

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。 

（平成２７年４月１日実施） 
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（８）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 31 年４月１日現在） 

区    分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 

一般行政職 
大学卒 230,043円 278,500円 342,333円 360,133円 

高校卒 ― 円 ― 円 ― 円 336,250円 

 

（９）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成 31 年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 
職員

数(人) 

構成比 

(％) 

１号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

１級  技師・主事・主事補  41 50.6 144,100円   247,600円 

２級  主事  9 11.1 194,000円 304,200円 

３級  主幹・係長・主査  6 7.4 230,000円 350,000円 

４級 課長補佐・所長・園長  14 17.3 263,000円 381,000円 

５級 課長・局長  10 12.3 288,900円 393,000円 

６級 総務企画課長  1 1.2 319,200円 410,200円 

  （注）１  与論町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 
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（10）昇給への人事評価の活用状況 

平成 31 年 4 月 2 日から 

令和２年 4 月 1 日まで 

における運用 

管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している   

 

活用している昇給区分 
昇給可能

な区分 

昇給実績が

ある区分 

昇給可能

な区分 

昇給実績が

ある区分 

上位、標準、下位の区分   
  

上位、標準の区分   
  

標準、下位の区分   
  

標準の区分のみ（一律）   
  

ロ． 人事評価を活用していない ○ ○ 

   活用予定時期 令和２年度 令和２年度 

 

（11）職員の手当の状況 

①期末手当・勤勉手当 

与論町 鹿児島県 国 

1人当たり平均支給額 

（30年度) 

1,216千円 

1人当たり平均支給額 

（30年度) 

1,697千円 

 

－ 

（30年度支給割合） 
期末手当    勤勉手当 
2.60月分   1.85月分 

(1.45)月分  (0.9)月分 

（30年度支給割合）  
期末手当     勤勉手当 
2.60月分    1.85月分 

(1.45)月分   (0.9)月分 

（30年度支給割合） 
期末手当    勤勉手当 
2.60月分  1.85 月分 

(1.45)月分  (0.9)月分 

（加算措置の状況） 

役職加算  5～15％  

（加算措置の状況） 

役職加算  5～20％  

管理職加算  10% 

（加算措置の状況） 

役職加算  5～20％  

管理職加算  10～25％  

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

②勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職） 

令和元年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ．人事評価を活用している   

 

活用している成績率 
支給可能

な成績率 

支給実績が

ある成績率 

支給可能

な成績率 

支給実績が

ある成績率 

上位、標準、下位の成績率 
    

上位、標準の成績率 
    

標準、下位の成績率 
    

標準の成績率のみ（一律） 
    

ロ．人事評価を活用していない ○ ○ 

   活用予定時期 令和２年度 令和２年度 
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③退職手当（平成 31 年４月１日現在） 

与論町 国  

（支給率）  自己都合     応募認定・定年 
勤続20年  19.6695月分  26.36550月分 
勤続25年  28.0395月分 33.27075月分 
勤続35年  39.7575月分     47.709月分 
最高限度額  47.709月分     47.709月分 

 

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置

          （割増率 2～45％） 

1人当たり平均支給額 18,976千円 

(支給率）    自己都合     応募認定・定年 
勤続20年  19.6695月分  24.586875月分 
勤続25年  28.0395月分   33.27075月分 
勤続35年  39.7575月分      47.709月分 
最高限度額  47.709月分      47.709月分 

 

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 

         （割増率 2～45％） 
 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、30年度に退職した職員に支給された平均額である。   

 

④地域手当（平成 31 年４月１日現在） 

   支給実績なし  

 

⑤特殊勤務手当（平成 31 年４月１日現在） 

支給実績（30年度決算） 1,350千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（30年度決算） 225千円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（30年度） 5.7％  

手当の種類 6種類  

手当の名称 
主な支給対象

職員 
主な支給対象業務 

支給実績 

(30年度決算） 

左記職員に対する

支給単価 

税務手当  
右記業務に従

事する職員 

徴税の訪問賦課、

徴収業務 

 

7,500円 

・賦課・徴収 

  日額500円 

・滞納による差押

の執行 

日額1,000円 

防疫手当 
右記業務に従

事する職員 

感染症患者の救護

業務 
870円 日額290円以内  

行旅病人及び

行旅死亡人取

扱手当 

右記業務に従

事する職員 

行旅病人及び行

旅死亡人取扱業

務  

※実績なし 

・保護移送 

日額380円 

・収容 

 日額620円 

火葬業務手当 
右記業務に従

事する職員 
火葬業務  2,800円 1回700円 

指導主事手当 
右記業務に従

事する職員 
学校教育指導業務 1,338千円 

(給料+扶養手当)×

29％ 
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⑥時間外勤務手当 

支給実績（30年度決算）    8,001千円  

職員1人当たり平均支給額（30年度決算）     88千円  

支給実績（29年度決算）   6,614千円  

職員1人当たり平均支給額（29年度決算）     78千円  

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（30年度決算）」と同じ年

度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはな

らない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む 

 

⑦その他の手当（平成 31 年４月１日現在） 

 

手当名 

 

内容及び支給単価 

国の

制度  

との

異同  

国の制

度と  

異なる

内容  

支給実績   

（30年度決算）  

支給職員１人当た

り平均支給年額 

（30年度決算） 

扶養手当  

・配偶者6,500円/月  

・子  10,000円/月  

・その他6,500円/月  

・特定加算5,000/月  

同  

 

 
15,919千円 274,457円 

住居手当  

月額12,000円を超

える借家に住む職員  

最高27,000円/月ま

で  

同  

 

5,269千円 210,748円 

通勤手当  

交通用具利用者  

片道2km以上  

（2,000円/月～）  
同  

 

1,441千円 24,013円 

管理職手当 

・総務企画課長  

・教育委員会事務局長  

20,000円/月  

・各課長及び局長  

12,000円/月  

同  

 

2,352千円 156,800円 

 

（12）特別職の報酬等の状況（平成 31 年４月１日現在） 
区     分 給 料 月 額 等                     

給
料 

市区町村長  
副市町村長  

640,000円 
 520,000円 

（参考）類似団体における最高／最低額 

 860,000円／500,000円 
700,000円／471,000円 

報 

酬 

議長 

副議長 
議員 

  297,000円 

 245,000円 
 223,000円 

 400,000円／222,000円 

 314,000円／178,000円 
 290,000円／148,000円 

期
末
手
当 

市区町村長  
副市町村長  

（30年度支給割合） 
 3.35月分 

議長 

副議長 
議員 

（30年度支給割合） 
 3.35月分 
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退
職
手
当 

市区町村長  
（算定方式）640,000円×500/100×在職年数  
（１期の手当額）12,800,000円  
（支給時期）任期毎  

副市町村長  
（算定方式）520,000円×280/100×在職年数  
（１期の手当額） 5,824,000円  
（支給時期）任期毎  

備   考  

（注）１ 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。 

２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、 

１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 

 

（１３）公営企業職員（水道事業）の状況 

①職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 
総費用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占

める職員給

与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考)28年度の総

費用に占める職員

給与費比率 

30年度 
       千円 

161,083 

      千円 

 11,775 

       千円 

11,620 

         ％ 

7.21 

              ％ 

7.52 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費○千円を含まない。  

 

区 分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 
一人当た

り給与費 

B/A 

 

 

 

 

(参考)29

年度平均 

一人当た

り給与費 

給  料 職員手当 
期末勤勉

手当  
計 Ｂ 

30年度 
   人 

3 

   千円 

8,151 

   千円 

1,473 

   千円 

 1,996 

    千円 

11,620 

     千円 

 3,873 

  千円 

3,925 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

２ 職員数は、平成 31年 3月 31日現在の人数である。 

 

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成 31 年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額  

与論町  39.5歳 286,225円 403,560円 

団体平均 44.3歳 340,929円  514,169円 

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 
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③職員の手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当 

水道事業  与論町（一般行政職）  

1人当たり平均支給額（30年度) 

1,299千円 

1人当たり平均支給額（30年度) 

1,216千円 

（30年度支給割合） 
期末手当     勤勉手当 
2.60 月分    1.85月分 

(1.45)月分     (0.9)月分 

（30年度支給割合）  
期末手当     勤勉手当 
2.60 月分     1.85 月分 

( 1.45 )月分   (0.9)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置  

役職加算  5～15％  

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置  

役職加算  5～15％   

     （注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

イ 退職手当（平成 31 年４月１日現在） 

水道事業  与論町（一般行政職） 

（支給率） 自己都合  応募認定・定年 
勤続20年 19.6695月分 26.36550月分 
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 
勤続35年 39.7575月分 47.709月分 
最高限度額 47.709月分 47.709月分 

その他の加算措置 

  定年前早期退職特例措置  

（割増率 2～45％）  

1人当たり平均支給額 19,520千円 
 

（支給率） 自己都合  応募認定・定年 
勤続20年 19.6695月分 26.36550月分 
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 
勤続35年 39.7575月分 47.709月分 
最高限度額 47.709月分  47.709 月分 

その他の加算措置 

  定年前早期退職特例措置  

（割増率 2～45％）  

1人当たり平均支給額 18,976千円 

      （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、27～29年度に退職した職員に支給された平均額であ

る。 

 

ウ 時間外勤務手当 

支給実績 

（平成30年度決算） 
152千円 

職員1人当たり平均支給額

（平成30年度決算） 
76千円 

支給実績 

（平成29年度決算） 
132千円 

職員1人当たり平均支給額

（平成29年度決算） 
66千円 

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（30年度決算）」と同じ 

年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象 

とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。 
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エ 地域手当（平成 31 年４月１日現在） 

  ※支給なし 

 

オ 特殊勤務手当（平成 31 年４月１日現在） 

※支給実績なし 

 

カ その他の手当（平成 31 年４月１日現在） 
 

手当名 

 

内容及び支給単価 

国の制

度との

異同  

国の制度

と異なる

内容  

支給実績  

(30年度決算 )  

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（30年度決算） 

扶養手当  

・配偶者6,500円/月  

・子  10,000円/月  

・その他6,500円/月  

・特定加算5,000/月  

同  

 

1,306千円 435,333円 

住居手当  

月額12,000円を超

える借家に住む職員  

最高27,000円/月ま

で  

同  

 

78千円  78,000円  

通勤手当  

交通用具利用者  

片道2km以上  

（2,000円/月～）  
同  

 

56千円 18,667円 

管理職 

手当 

20,000円/月  

・総務企画課長  

・教育委員会事務局長  

12,000円/月  

・各課長及び局長  

・各園長  

同  

 

144千円 144,000円 
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  

 

（１）職員の正規の勤務時間（標準的なもの） 

１週間の 

勤務時間 
開始時刻 終了時刻 休憩時間 

38 時間 45 分 午前８時３０分 午後５時１５分 正午から午後１時まで 

 

 （２）週休日及び休日 

種別 説        明 

週休日 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。）とする。 

休日 

国民の祝日に関する法律に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）

には、特に勤務することを命ぜられるものを除き、正規の勤務時間において

も勤務することを要しない。12月 29 日から翌年の１月３日までの日（祝

日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。）についても、同

様とする。 

 

 （３）休暇 

  ①制度概要（令和２年４月１日現在） 

種類 事    項 期  間 

年次有給

休暇 

職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培

養を図ることを目的として、原則として職員の

請求する時季に与えられる年間一定数の休暇 

１年につき20 日、ただし、

新規採用職員及び再任用短

時間勤務職員を除く。 

病気休暇 

職員が負傷又は疾病のため療養する必要があ

り、勤務しないことがやむを得ないと認めると

きにおける休暇 

療養のため勤務しないこと

がやむを得ないと認められ

る必要最小限度の期間 

公民権行

使等休暇 

職員が選挙権その他公民としての権利を行使

する場合で，その勤務しないことがやむを得な

いと認められるとき 

必要と認められる期間 

証人等休

暇 

職員が証人、鑑定人、参考人等として又は検察

審査員、労働審判員、裁判員等国又は地方公共

団体の公務に民意を反映してその適正を図る

職務のために国会、裁判所、地方公共団体の議

会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務し

ないことがやむを得ないと認められるとき 

必要と認められる期間 

骨髄提供

等のため

の休暇 

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者

としてその登録を実施するものに対して登録

の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父

母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供す

る場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検

必要と認められる期間 
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査、入院等のため勤務しないことがやむを得な

いと認められるとき 

ボランテ

ィア休暇 

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に

貢献する活動を行う場合で、その勤務しないこ

とが相当であると認められるとき 

１年につき、５日の範囲内 

の期間 

結婚休暇 

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の

結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤

務しないことが相当であると認められるとき 

結婚の日の５日前の日から

当該結婚の日後１月を経過

する日までにおける連続す

る５日の範囲内の期間 

産前休暇 

６週間（多胎妊娠の場合にあっては 14週間）

以内に出産する予定である女性職員が申し出

た場合 

出産の日までの申し出た期

間 

産後休暇 
女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間

を経過する日までの期間 

母子保健

健診休暇 

妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が母子

保健法に規定する保健指導又は健康診査を受

ける場合 

必要と認められる期間 

妊婦休息 

時間 

妊娠中の女性職員が母胎又は胎児の健康保持

に影響があるとして適宜休息し、又は補食しよ

うとする場合 

必要と認められる期間 

妊婦通勤

時間 

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関

の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影

響があると認められる場合 

正規の勤務時間等の始め又

は終わりにおいて必要と認

められる期間 

保育時間 

生後１年に達しない子を育てる職員が，その子

の保育のために必要と認められる授乳等を行

う場合 

１日２回、１回 30 分 

出産支援

休暇 

職員が妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。次号において同じ。）

の出産に伴い勤務しないことが相当であると

認められる場合 

出産に係る入院等の日から

当該出産の日後２週間を経

過する日までにおける２日 

育児参加

のための

休暇 

職員の妻が出産する場合であってその出産予

定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては 14

週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過

するまでの期間にある場合において、当該出産

に係る子又は小学校就学の始期に達するまで

の子（妻の子を含む。）を養育する職員が、こ

れらの子の養育のため勤務をしないことが相

当であると認められるとき 

当該期間内における５日 

子の看護 小学校就学の始期に達するまでの子を養育す １年につき、５日（２人以 
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のための 

休暇 

る職員が、その子の看護のため勤務しないこと

が相当であると認められる場合 

上の場合は 10 日）の範囲

内の期間 

要介護者

の世話の

ための休

暇 

要介護者の世話を行う職員が、当該世話を行う

ため勤務しないことが相当であると認められ

る場合における休暇 

１年につき、５日（２人以 

上の場合は 10 日）の範囲

内の期間 

生理休暇 
生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求

した場合 

２日を超えない範囲内で必

要と認められる期間 

葬儀等休

暇 

職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服

喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められ

る行事等のため勤務しないことが相当である

と認められるとき 

親族の種類に応じて定めら 

れた日数の範囲内の期間 

父母の追

悼 

職員が父母の追悼のための特別な行事のため

勤務しないことが相当であると認められる場

合 

１日の範囲内の期間 

夏季休暇 

職員が夏季における盆等の諸行事，心身の健康

の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤

務しないことが相当であると認められる場合 

１の年の７月から９月の期

間内における、週休日、休

日及び代休日を除いて原則

として連続する３日の範囲

内の期間 

災害休暇

（現住居

の 滅 失

等） 

職員の現住居が地震、水害、火災その他の災害

により滅失し、又は損壊した場合で職員が当該

住居の復旧作業等のため勤務しないことが相

当であると認められるときにおける休暇 

原則として連続する７日の

範囲内の期間 

災害休暇

（交通機

関等の事

故） 

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の

事故等により出勤することが著しく困難であ

ると認められる場合 

必要と認められる期間 

災害休暇

（退勤途

上におけ

る危険回

避） 

地震、水害、火災その他の災害時において、職

員が退勤途上における身体の危険を回避する

ための勤務しないことがやむを得ないと認め

られる場合 

必要と認められる期間 

勤務条件

に関する

措置要求

等の休暇 

地方公務員法第 46 条の規定による勤務条件

に関する措置の要求をし、又はその審査へ出頭

する場合における休暇 

必要と認められる期間 

不利益処

分に関す

地方公務員法第 49 条の２の規定による不利

益処分に関する不服申立てをし、又はその審査

必要と認められる期間 
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る不服申

立て等の

休暇 

へ出頭する場合 

介護休暇 

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他

規則で定める者で、負傷、疾病又は老齢により

日常生活を営むことに支障があるものの介護

をするため、勤務しないことが相当であると認

められる場合における休暇 

介護を必要とする一の継続 

する状態ごとに，連続する 

６月の期間内において必要 

と認められる期間 

組合休暇 

職員が任命権者の許可を得て登録された職員

団体の業務又は活動に従事する場合に限り与

えられる休暇 

１暦年につき 14 日を超え

ない 

 

 ② 年次有給休暇の取得状況（平成３１年１月～令和元年１２月） 

平均取得日数 消化率 

１0．9 日 34．8％ 

 

 ③ 介護休暇の取得状況 

   令和元年中の取得者はありませんでした。 

 

（４）休業の状況 

① 育児休業及び部分休業は，子を養育する職員が勤務をしながら育児を行

うことを容易にし、職業生活と家庭生活の調和を図ることで職員の福祉を

増進するとともに、行政の円滑な運営に資することを目的とした制度です。 

 

② 育児休業とは、生後３歳に満たない子を養育する職員が、当該子が３歳

に達する日までの期間を限度として、育児のために休業することができる

制度です。育児休業期間中、給与は無給です。 

 

③ 部分休業は、小学校就学前の子を養育する職員が、主として託児しなが

ら勤務する場合において、正規の勤務時間の始め又は終わりに、１日を通

じて２時間（育児時間を含む）を超えない範囲内で、30 分を単位として

勤務しないことが認められている制度です。        単位：人 

種別 
令和元年度の新規取得者数 前年度からの継続取得者数 

男 女 計 男 女 計 

育児休業 ０ 4 4 0 2 ２ 

部分休業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

 

 



17 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

（１）職員の分限処分の状況 

① 分限とは、職員が一定の事由によってその職務を十分に果たすことが

できない場合、又は、予算・定数・職制に比べて職員数が過大になった

場合に、本人の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分をいい、

その目的とするところは、公務能率の維持と向上を図ることにあります。 

 

② 地方公務員法は、分限によって不利益な処分を受ける場合を限定し、

かつ、その公正な取り扱いを定めることにより、職員の身分を保障して

います。 

 

ア 分限処分者数（令和元年度） 

 降任 免職 休職 降給 計 

勤務成績が良くない場合 － － － － － 

心身の故障の場合 － － － － － 

職に必要な適格性を欠く場合 － － － － － 

職制、定数の改廃、予算の減少によ

り廃職、過員を生じた場合 
－ － － － － 

刑事事件に関し起訴された場合 － － － － － 

計 － － － － － 

※ 平成３1年４月１日から令和２年３月31日までの間において、分限処分に付された者の数であり、

同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合、その数を重複して計上しています。 

 

（２）職員の懲戒処分の状況 

① 懲戒とは、職員に法令違反などの一定の義務違反があった場合になさ

れる処分であり、職員の道義的責任を問うことにより、地方公共団体に

おける規律と公務遂行の秩序を維持することを目的としています。 

 

② 地方公務員法は、懲戒によって不利益な処分を受ける場合を限定して

います。その事由は地方公務員法で定められているものに限られますが、

これは、職員の責任を問い、重大な不利益をもたらすものであることに

よります。 
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ア 懲戒処分者数（令和元年度） 

 戒告 減給 停職 免職 計 訓告等 

法令に違反した場合 － － － － － － 

職務上の義務に違反し又は職務

を怠った場合 
－ － － － － － 

全体の奉仕者たるにふさわしく

ない非行のあった場合 
－ 1 － － 1 － 

計 － 1 － － 1 － 

 

イ 事由別、種類別処分数（令和元年度） 

 戒告 減給 停職 免職 計 訓告等 

一般服務関係（欠勤、勤務態度

不良等） 
－ － － － － － 

通常業務処理関係（業務処理不

適正、報告怠慢等） 
－ － － － － － 

公金官物取扱関係（紛失、不正

取扱等） 
－ － － － － － 

横領等関係 － － － － － － 

収賄・供応等関係 － － － － － － 

交通事故・交通法規違反関係 － 1 － － 1 － 

公務外非行関係 － － － － － － 

違法な職員団体活動関係 － － － － － － 

監督責任関係 － － － － － － 

計 － 1 － － 1 － 
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５ 職員の服務の状況 

（１）服務の根本基準 

地方公務員法第 30条は、「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利

益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専

念しなければならない」と定めています。これは、憲法第 15条第２項が「す

べての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定して

いるところを受けたものです。これを実現するための地方公務員法上の義務

は、次のとおりです。 

区  分 内    容 

法令及び上司の命令に

従う義務 

職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例等に従い、

かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければなりません。 

職務に専念する義務 〈下記(２)〉 

信用失墜行為の禁止 
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉と

なるような行為をしてはならないとされています。 

秘密を守る義務 
職員は、在職中であること退職後であることを問わず、職務上

知り得た秘密を漏らしてはなりません。 

政治的行為の制限 
職員は、特定の政治的行為について、これを行うことを禁止さ

れています。 

争議行為等の禁止 

職員は、使用者たる住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議

行為をすること、また、地方公共団体の機関の活動能率を低下

させる怠業的行為をすることを禁止されています。 

営利企業等の従事制限 〈下記(３)〉 

 

（２）職免の状況 

地方公務員法第 35条において、「職員は、法律又は条例に特別の定がある

場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行の

ために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなけ

ればならない。」と規定しています。本町における「特別の定」は、「職員の

職務に専念する義務の特例に関する条例」及び「職員の職務に専念する義務

の特例に関する規則」であり、この規定の範囲内で職務専念義務を免除する

ことができることとしています。 

 

（３）職員の営利企業等従事許可 

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員を兼ね、若しく

は自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業等にも従事してはなら

ないとこととされています。 

営利企業等従事の許可に当たっては、①職員の占める職と営利企業等との

間に特別な利害関係又はその発生の恐れがある場合、②職員が営利企業等に

従事することにより、職務の遂行に支障を生ずる場合、③その他営利企業等
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に従事することにより、地方公務員法の精神に反する結果を生ずる場合には

許可しないこととされています。 

 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 

 （１）研修の状況 

任命権者は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために研修を受ける機会を

与えることとされています。また、多様化する行政需要に対応し、事務の執

行能率を高めるため、人材を計画的・組織的に育成・確保していくことが重

要な課題であり、職員一人ひとりの能力開発と意識改革が必要されておりま

す。 

このような状況の中で、令和元年度においては、下表のとおり研修を実施

しています。 

 

①職員研修概要 

区 分 研修名 実施機関 期間 対象者 
参加

者数 

階層別研修 

新規採用職員研修 
鹿児島県市町村振

興協会 
３日 新規採用職員 8 

新任課長級研修 
鹿児島県市町村振

興協会 
２日 新任課長 3 

特別研修 法制執務研修会 
県市町村行政推進

協議会 
0.5 日 全職員 １９ 

町独自研修 

メンタルヘルス研

修会（管理職向

け・一般職向け） 

（株）インソース 0.5 日 全職員 36 

 

（２）職員の勤務成績の評定の状況 

任命権者は、公務能率を増進させるため、職員の執務について定期的に勤

務成績の評定を行い、その評定結果に応じた措置を講じることとされていま

す。 

町では、人事評価制度を導入し、その結果を適材適所の人員配置等に活用

していきます。 
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７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

（１）厚生事業の実施状況 

町では職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について、下表に掲

げる取組みを実施しております。 

区  分 内容・実施状況 

職員の安全衛生管理 

職場における安全衛生の確保を図り、快適な職場環境の形成

のため、各種施策を実施した。 

・与論町衛生委員会の開催 

・メンタルヘルス相談窓口設置 

・メンタルヘルス研修会の開催 

・職場における自殺の予防と対応（臨床心理士・公認心理師

によるこころのケア） 

職員の健康管理 

職員が健康で安心して業務に従事できるよう、各種施策を実

施した。 

・結核健診の実施 

・健康診断の実施 

・ストレスチェックの実施 

その他 
職員の厚生に関する各種施策を実施した。 

・鹿児島県市町村職員共済組合が実施する福利厚生事業 

 

（２）公務災害認定の状況 

職員が公務中又は通勤途中に災害に遭い、公務災害又は通勤災害と認定さ

れたときは、地方公務員災害補償制度によって治療費等が補償されることに

なっています。  

  

区  分 事   由 
令和元年度

認定件数 

公務災害 

負 傷 
自己の職務遂行中 １ 

その他 ０ 

疾 病 
公務上の負傷に起因する疾病 ０ 

その他 ０ 

通勤災害  ０ 
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公平委員会の事務の委託を受けた県人事委員会の業務状況 

 

１ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

勤務条件に関する措置要求制度とは、職員が給与、勤務時間その他の勤務

条件について、適切な措置が執られるべきことを本町が事務委託をしている

鹿児島県人事委員会に対して要求する制度です。鹿児島県人事委員会が審査

した結果、要求を容認すべきものと認めるときは、人事委員会の権限に属す

る事項については実行し、その他の事項についてはその権限の有する本町に

対して、これを実行させるために必要な措置を勧告します。 

 

◎ 処理状況 

係属事案はなく、令和元年度に新たな措置要求はなかった。 

 

２ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

任命権者によって懲戒その他自分の意に反する不利益な処分を受けた職員

は、本町が事務委託をしている鹿児島県人事委員会に不服申立てをすること

ができます。鹿児島県人事委員会がその処分を審査して、適法かつ妥当であ

れば承認しますが、もし違法又は不当であれば処分の取消し又は修正をし、

必要があればその職員が被った不当な取扱いを是正する措置を指示します。 

 

◎ 処置状況 

係属事案はなく、令和元年度に新たな措置要求はなかった。 


